
ファイル名:000_1_0601510502206.doc 更新日時:2010/06/15 16:50 印刷日時:10/06/15 18:17 

 

第 1 8 6 期 

有 価 証 券 報 告 書 
 

自 平 成 21 年 ４ 月 １ 日

至 平 成 22 年 ３ 月 31 日

 

浜松市中区中沢町10番１号 

 

 

 (E02362) 



ファイル名:000_3_0601510502206.doc 更新日時:2010/06/15 16:59 印刷日時:10/06/15 18:18 

 

 

第186期（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日) 
 

有 価 証 券 報 告 書 
 

１ 本書は金融商品取引法第24条第１項に基づく有価証券報告書を、同法第

27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出し

たデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された監査

報告書及び上記の有価証券報告書と併せて提出した内部統制報告書・確認

書を末尾に綴じ込んでおります。 

 

 
 



ファイル名:000_4_0601510502206.doc 更新日時:2010/06/15 18:16 印刷日時:10/06/15 18:18 

目      次 

 

頁

第186期 有価証券報告書 

【表紙】 …………………………………………………………………………………………………………１ 

第一部 【企業情報】…………………………………………………………………………………………２ 

第１ 【企業の概況】………………………………………………………………………………………２ 

１ 【主要な経営指標等の推移】……………………………………………………………………２ 

２ 【沿革】……………………………………………………………………………………………４ 

３ 【事業の内容】……………………………………………………………………………………５ 

４ 【関係会社の状況】………………………………………………………………………………７ 

５ 【従業員の状況】…………………………………………………………………………………12 

第２ 【事業の状況】………………………………………………………………………………………13 

１ 【業績等の概要】…………………………………………………………………………………13 

２ 【生産、受注及び販売の状況】…………………………………………………………………16 

３ 【対処すべき課題】………………………………………………………………………………17 

４ 【事業等のリスク】………………………………………………………………………………23 

５ 【経営上の重要な契約等】………………………………………………………………………27 

６ 【研究開発活動】…………………………………………………………………………………28 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】……………………………31 

第３ 【設備の状況】………………………………………………………………………………………40 

１ 【設備投資等の概要】……………………………………………………………………………40 

２ 【主要な設備の状況】……………………………………………………………………………40 

３ 【設備の新設、除却等の計画】…………………………………………………………………41 

第４ 【提出会社の状況】…………………………………………………………………………………42 

１ 【株式等の状況】…………………………………………………………………………………42 

２ 【自己株式の取得等の状況】……………………………………………………………………45 

３ 【配当政策】………………………………………………………………………………………46 

４ 【株価の推移】……………………………………………………………………………………46 

５ 【役員の状況】……………………………………………………………………………………47 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】………………………………………………………49 

第５ 【経理の状況】………………………………………………………………………………………61 

１ 【連結財務諸表等】………………………………………………………………………………62 

２ 【財務諸表等】………………………………………………………………………………… 104 

第６ 【提出会社の株式事務の概要】………………………………………………………………… 132 

第７ 【提出会社の参考情報】………………………………………………………………………… 133 

１ 【提出会社の親会社等の情報】……………………………………………………………… 133 

２ 【その他の参考情報】………………………………………………………………………… 133 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】……………………………………………………………… 134 

 

監査報告書 

 

内部統制報告書 

 

確認書 





































































































(ｂ) 現状の体制の概要 

 （取締役会） 

 当社の取締役は、平成22年６月28日現在で５名（うち、社外取締役２名）であります。取締役会

は、原則として毎月１回開催されております。当社グループの戦略立案、部門執行のモニター・指

導など、グループ経営機能を担っております。社外取締役につきましては、客観的な立場から取締

役会における意思決定及び取締役の業務執行について監視を行ない、経営の透明性を高めるととも

に、異業種における経営経験や専門家としての高度な知識・経験を活かし、的確なアドバイスを得

るために選任をしております。取締役の経営責任を明確にするために、その任期を１年にしており

ます。 

 （代表取締役） 

 当社の代表取締役は、平成22年６月28日現在で１名（代表取締役社長）であります。代表取締役

社長は、当社の全業務執行の 高責任者であり、会社を代表します。 

 （監査役・監査役会） 

 当社の監査役は、平成22年６月28日現在で４名（うち、社外監査役２名）であります。原則とし

て月１回の監査役会を開催するほか、監査計画に基づき定期的・網羅的に各部門及びグループ会社

において監査を実施するとともに、取締役会に出席するほか、経営会議等の重要会議に参加してお

ります。会計監査につきましては、会計監査人から財務諸表監査の経過報告を定期的に受けること

により会計監査の相当性の判断をしております。常勤監査役は、業務監査及び会計監査の相当性に

ついても的確な判断ができるよう、長年当社の経理業務を担当した経験を有し、財務・会計の知見

を有する者が就任しております。社外監査役は、客観的な視点から公平・公正な監査を可能とする

ため、当社とは独立した地位を有する専門家（弁護士）を含めて選任をしております。また、常に

有効な監査環境が整備されるよう監査役スタッフとして監査役室（スタッフ数は、平成22年６月28

日現在で１名）を設置しております。 

 （全社ガバナンス委員会） 

 社外取締役を委員に含む、役員人事委員会とリスクマネジメント委員会からなる「全社ガバナン

ス委員会」を設置しております。役員人事の透明性・公平性の確保とリスクマネジメントに関する

方針決定を行なっております。 

 （経営会議及び全社委員会） 

 当社は、随時の全社経営課題に対する討議及び意思統一を目的として、原則月２回の経営会議を

開催しております。代表取締役社長、常務執行役員、上席執行役員並びに常勤監査役が出席してお

ります。また、重要な経営戦略課題の議論を深めるために、戦略課題毎に全社委員会を設けており

ます。 

 （執行役員） 

 当社は、事業執行機能強化のために執行役員制度を採用しており、平成22年６月28日現在で16名

（うち、常務執行役員２名、上席執行役員５名）が就任しております。業務執行の 高責任者であ

る社長を常務執行役員が補佐し、そのもとで、職責の重要性に鑑み、原則として、上席執行役員

が、事業・スタッフ部門の統括を担当しております。担当するグループの業績に対し責任を負い、

グループが 大限の機能を発揮できるように適切に指揮・命令を行います。統括のもと、経営上の

主要テーマを担う部門に執行役員を配置しております。 
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(ハ) 企業統治に関する事項－内部統制システムの整備状況、リスク管理体制の整備状況 

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり当社の業務の適正を確保するための体制

（以下、内部統制システム）を整備しております。企業価値／ブランド価値を高めるために 適なコ

ーポレート・ガバナンスを追求するとともに、事業活動の効率性向上、経理・財務情報の信頼性向

上、法令遵守の徹底、財産の保全及びリスク管理力の強化を図るべく、内部統制システムの質的向上

に努めております。 

  

(ａ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

１) 取締役会は、取締役会決議を要する重要事項を取締役会規則で定めるとともに、意思決定 

    の手続、決議内容の合理性を要求しております。代表取締役及び業務執行取締役は、職務 

  執行の状況を取締役会に報告し、取締役会は取締役の職務執行を監督しております。 

２) 監査役は、取締役の職務執行状況を監査基準、監査計画に基づき監査しております。 

３) 独立社外取締役、独立社外監査役の積極的な導入を進め、更なる経営の客観性と透明性を 

    高めております。 

４) コンプライアンスに係る委員会を設置して、「コンプライアンス行動規準」の制定、規 

    定・マニュアルの整備を行い、コンプライアンス教育の徹底を図っております。 

５) 法令等の遵守体制及び有効な内部牽制システムの構築を行なっております。その推進のた 

    め、担当スタッフ部門は、グループ企業に対し指導・助言を行なっております。 

６) 内部監査部門を設置し、直接的あるいは間接的なグループ企業に対する内部監査をとおし 

    て更なる業務改善を進めております。 

７) 公平で透明性の高い人事制度の確立をもってグループ企業従業員の意識の昂揚、モラルの 

    向上を図っております。 

８) コンプライアンスの実効性を高めるため、内部通報制度を設けております。 

(ｂ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理等に関する体制 

１) 取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、社内規程に則り、適切に保存 

    及び管理を行なっております。 

２) 内部監査部門による定期的な情報の保存・管理についての監査を実施しております。 

３) 重要情報の管理体制を構築し、正確かつ迅速な情報開示を行なっております。 

(ｃ) 損失の危険に関する規程その他の体制 

１) 業務執行に伴い発生する可能性のある重要リスクについては、全社横断的な委員会におい 

    てグループ全体のリスク管理方針の策定を行っております。また、個別のリスクマネジメ 

  ントの実施については、リスクの内容に応じて決定した担当スタッフ部門が、規程・マニ 

  ュアルの整備及びグループ全体に対する指導・助言を行っております。 

２) 内部監査部門の内部監査をとおして、リスク情報の収集と適切な対応を行なっておりま 

  す。 
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②  役員の報酬等 

(イ) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

  

 
  （注）１ 上記には、平成21年６月25日開催の第185期定時株主総会終結の時をもって退任した取 

       締役３名を含んでおります。 

          ２ 平成18年６月27日開催の第182期定時株主総会において取締役及び監査役に対する退職 

            慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打切り支給が承認され、それに基づき上記の報酬等 

              の額のほか、第185期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役３名に対し総額３ 

              億56百万円の退職慰労金の支払いをいたしております。なお、当該支払金額は、平成 

              18年６月末日迄の取締役の在任期間に基づき算定された金額であります。 

  

  (ロ)  提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等 

      当連結会計年度の連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載して 

     おりません。 

  

  (ハ)  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 

            該当事項はありません。 

  

  (ニ)  役員の報酬等の額の決定に関する方針 

 (方針の決定方法) 

    取締役の報酬等につきましては、社外取締役を含めた役員人事委員会において、報酬等の 

 決定に関する方針を定めており、監査役の報酬等につきましては、監査役会において方針を 

 定めております。  

 (方針の内容) 

(ａ) 取締役の報酬 

       取締役の報酬は、上場企業を中心とした他企業の報酬水準及び従業員の処遇水準を勘 

     案し、以下の基準に基づき決定しております。  

     １) 社外取締役以外の取締役の報酬は、職責に基づいて設定された基準年俸に、「連 

           結業績」及び各取締役の「個人別成果」を反映させて決定しております。 

        具体的には、基準年俸を「連結業績」及び「個人別成果」によりプラスマイナス 

           それぞれ20％の範囲で増減させております。 

      ２) 社外取締役の報酬は業績連動ではありませんが、取締役報酬額とのバランスや当 

           社の事業規模等を考慮して決定しております。 

  

 

役員区分
報酬等の総額 
(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる
役員の員数

(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役 
(社外取締役を除く。) 

271 271 - - - 11

監査役 
(社外監査役を除く。) 

56 56 - - - 2

社外役員 23 23 - - - 4
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平成21年６月26日

ヤマハ株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているヤマハ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ヤマハ株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  

公認会計士  藤  田  和  弘  ㊞ 

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  

公認会計士  滝  口  隆  弘  ㊞ 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ヤマハ株式会社

の平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報

告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、ヤマハ株式会社が平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の

基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２  連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成22年６月28日

ヤマハ株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているヤマハ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー

計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法

人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ヤマハ株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。 

  

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  

公認会計士  河  西  秀  治  ㊞ 

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  

公認会計士  滝  口  隆  弘  ㊞ 
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＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ヤマハ株式会社

の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用

並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報

告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完

全には防止又は発見することができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要

な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として

行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含

め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、ヤマハ株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の

基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２  連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成21年６月26日

ヤマハ株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているヤマハ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第185期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ヤマハ株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

独立監査人の監査報告書
 

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  

公認会計士  藤  田  和  弘  ㊞ 

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  

公認会計士  滝  口  隆  弘  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２  財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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平成22年６月28日

ヤマハ株式会社 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられているヤマハ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第186期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。

この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、ヤマハ株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

独立監査人の監査報告書
 

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  

公認会計士  河  西  秀  治  ㊞ 

指定有限責任社員 
業 務 執 行 社 員  

公認会計士  滝  口  隆  弘  ㊞ 

※１ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２  財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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【表紙】 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月28日 

【会社名】 ヤマハ株式会社 

【英訳名】 YAMAHA CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅 村   充 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし 

【本店の所在の場所】 浜松市中区中沢町10番１号 

【縦覧に供する場所】 ヤマハ株式会社営業経理センター 

 （東京都港区高輪二丁目17番11号） 

 ヤマハ株式会社営業事務所管理センター大阪事務所 

 （大阪市中央区南船場三丁目12番９号） 

 
株式会社東京証券取引所 

 
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 



当社代表取締役社長梅村  充は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、

企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統

制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組み

に準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その

目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の

虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。 

  

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成22年３月31日を基準日として行われて

おり、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しま

した。 

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）

の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務

プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を

及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内

部統制の有効性に関する評価を行いました。 

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報

告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響

の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社56社を対象とし

て行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定

しました。なお、連結子会社31社及び持分法適用関連会社１社については、金額的及び質的重要性の観点

から重要性が僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。 

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高予算（連結

会社間取引消去前）の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高予算（連結会社間

取引消去前）の概ね２／３に達している20社を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点

においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロ

セスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含

めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務

プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案

して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。 

  

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断

しました。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 
  

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月28日 

【会社名】 ヤマハ株式会社 

【英訳名】 YAMAHA CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅 村   充 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし 

【本店の所在の場所】 浜松市中区中沢町10番１号 

【縦覧に供する場所】 ヤマハ株式会社営業経理センター 

  (東京都港区高輪二丁目17番11号) 

 ヤマハ株式会社営業事業所管理センター大阪事務所 

  (大阪市中央区南船場三丁目12番９号) 

 株式会社東京証券取引所 

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 



当社代表取締役社長梅村 充は、当社の第186期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)の有

価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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